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資料３

秋田市バリアフリー基本構想策定の基本的事項

１ 背景と目的

本市は、急速な高齢化と少子化が同時進行し、かつて経験したことのない人口減

少社会を迎えています。

こうした社会では、市民一人ひとりが自立し、社会の活動に参加・参画し、社会

の担い手として役割と責任を果たすことが重要であり、とりわけ、移動の制約が多

い高齢者や障がい者等の自立支援のための環境整備が必要になっています。

秋田市では、これまで高齢者や障がい者等が公共交通を利用して移動する際の利

便性や安全性を向上させるため、平成１６年８月に交通バリアフリー法(※１)に基

づき「秋田市交通バリアフリー基本構想」を策定し、秋田駅周辺および土崎駅周辺

を重点整備地区として、駅から周辺に立地する公共施設等に至るまでのバリアフリ

ー化を進めてきました。

そうした中、本年度「秋田市交通バリアフリー基本構想」の目標年次が終了する

ことや、国において平成１８年１２月に「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促

進に関する法律」(以下「バリアフリー新法」という。)が施行されたことなど、現

在の基本構想の策定時と状況に変化が生じています。また、秋田市では、エイジフ

レンドリーシティ(※２)［高齢者にやさしいまち］の実現を次期秋田市総合計画に

おける成長戦略の候補の一つに掲げ、「社会を支えてきた高齢者が、住み慣れた地

域で元気にいきいきとした生活を送ることができる社会」、「高齢者が豊富な知識

や経験を生かして参加・参画できる社会」、「都市生活の利便性やバリアフリーが

実現された社会」の実現を目指し、各種施策を推進することとしています。

これらを踏まえ、エイジフレンドリーシティ［高齢者にやさしいまち］の実現に

向けた取組との連携を視野に入れながら、バリアフリー新法に基づく「秋田市バリ

アフリー基本構想」(以下「基本構想」という。)を策定することとしました。

(※１)交通バリアフリー法：「高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化

の促進に関する法律」。平成１２年に、駅、鉄道車両、バスなどの公共交通機関と、駅

などの旅客施設周辺の歩行空間のバリアフリー化を進めるため制定。

(※２)エイジフレンドリーシティ：エイジフレンドリーシティはＷＨＯ(世界保健機関)のプロ

ジェクトにおいて提唱されたもので、高齢者にやさしいまちをつくりあげることは、高

齢者以外の世代や障がいを持つ人々にとっても暮らしやすい環境になることであり、都

市の繁栄を持続させるためにも必要なことであるとＷＨＯは位置づけている。

２００６年には世界２２カ国３３都市で質的な調査を行い、６０歳以上の高齢者、高齢

者を介護している人、ボランティア、地域でサービスを提供している人、地域でビジネ

スを展開している人などに８つの項目についてグループインタビューを実施した。

８つの項目とは、「屋外スペースと建物」「交通機関」「住居」「社会参加」「尊敬と
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社会包摂」「市民参加と雇用」「コミュニケーションと情報」「地域社会の支援と保健

サービス」であり、これらの項目について調査結果をＷＨＯがまとめ「高齢者にやさし

いまち」ガイドをつくりあげた。

２ バリアフリー新法の概要

(1) 背景

これまで、交通バリアフリー法により、公共交通機関と鉄道駅等の周辺におけ

る歩行空間のバリアフリー化が進められてきました。一方、建築物については、

ハートビル法（※３）により、不特定多数の人々や主に高齢者や身体障がい者が

利用する一定規模以上の建築物のバリアフリー化が進められてきました。

ところが、「公平であること」「選択可能性があること」「当事者の参加が図

られること」といったユニバーサルデザインの考え方のもとに、国においてユニ

バーサルデザイン政策大綱をとりまとめる議論の過程で、それまでのバリアフリ

ー化の取組をみたときに、バリアフリー化を促進するための法律が別々につくら

れていることで、バリアフリー化自体が施設ごとに独立して進められ、連続的な

バリアフリー化が図られていないといった問題や、バリアフリー化が駅などの旅

客施設を中心とした地区にとどまっているなど、利用者の視点に立ったバリアフ

リー化が十分でないことが明らかとなりました。

また、ハード面の整備だけでなく、高齢者・障がい者等の自立した日常生活や

社会生活を確保することの重要性に理解を深めることや、こうした人たちの円滑

な移動や施設利用に積極的に協力していくという「心のバリアフリー」や情報提

供の問題など、様々な観点から段階的・継続的に取組を進めるプロセスが、必ず

しも確立されていないといった問題などが指摘されました。

その結果、ユニバーサルデザイン政策大綱の施策の一つである「一体的・総合

的なバリアフリー施策の推進」のためには、交通バリアフリー法とハートビル法

の一体化に向けた法制度が必要であるとし、平成１８年にバリアフリー新法が制

定されました。

(※３)ハートビル法：「高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に

関する法律」。平成６年に制定された。

(2) 目的

バリアフリー新法は、「公共交通機関の旅客施設および車両等、道路、路外駐

車場、公園施設並びに建築物の構造および設備を改善するための措置」、「一定

の地区における旅客施設、建築物等およびこれらの間の経路を構成する道路、駅

前広場、通路その他の施設の一体的な整備を推進するための措置」等を講ずるこ

とにより、高齢者、障がい者等の移動や施設の利用上の利便性および安全性の向

上を図ることを目的としています。
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・移動等の円滑化の意義及び目標
・公共交通事業者、道路管理者、路外駐車場管理者、公園管理者、特定建築物の所有者が移動

等の円滑化のために講ずべき措置に関する基本的事項
・市町村が作成する基本構想の指針 等

基本方針（主務大臣）

・関係者と協力して施策の持続的かつ段階的な発展(スパイラルアップ)【国】
・心のバリアフリーの促進【国および国民】
・移動等円滑化の促進のために必要な措置の確保【施設設置管理者等】
・移動等円滑化に関する情報提供の確保【国】

関係者の責務

誘導基準に適合する特定建築物の建築等の計画の認定制度

基準適合義務等

・旅客施設及び車両等
・一定の道路(努力義務はすべての道路)
・一定の路外駐車場
・都市公園の一定の公園施設(園路等)
・特別特定建築物(百貨店、病院、福祉施設等の不特定多数又は主として高齢者、障がい

者等が利用する施設)

以下の施設について、新設等に際して移動等円滑化基準に適合させる責務
既存の施設を移動等円滑化基準に適合させる努力義務

特別特定建築物でない特定建築物（事務所ビル等の多数が利用する建築物）の建築
等に際し移動等円滑化基準に適合させる努力義務

（地方公共団体が条例により義務化可能）

重点整備地区における移動等の円滑化の重点的・一体的な推進

住民等による基本構想の作成提案

・旅客施設、官公庁施設、福祉施設その他高
齢者、障がい者等が生活上利用する施設の
所在する一定の地区を重点整備地区として
指定

・重点整備地区内の施設や経路の移動等の円
滑化に関する基本的事項を記載 等

基本構想（市町村）

・公共交通事業者、道路管理者、路外駐車場管理者、公園管理者、特定建築物の所有
者、公安委員会が、基本構想に沿って事業計画を作成し事業を実施する義務(特定事業)

・基本構想に定められた特定事業以外の事業を実施する努力義務

事業の実施

市町村、特定事業を実施すべき
者、施設を利用する高齢者、障
がい者等により構成される協議
会を設置

協議会

・公共交通事業者が作成する計画の認定制度
・認定を受けた事業者に対し、地方公共団体

が助成を行う場合の地方債の特例 等

支援措置

重点整備地区内の土地の所有者等が締
結する移動等の円滑化のための経路の
整備又は管理に関する協定の認可制度

移動等円滑化経路協定
支援措置

協議

(3) バリアフリー新法の基本的枠組み

※国土交通省が作成した資料をもとに調製
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３ 基本構想で定める事項

基本構想は、バリアフリー新法第２５条の規定に基づいて策定し、次に掲げる事

項について定めるものとします。

(1) 重点整備地区(※４)における移動等円滑化(※５)の基本方針

(2) 重点整備地区の設定

(3) 生活関連施設(※６)、生活関連経路(※７)に関する事項

(4) 実施すべき特定事業(※８)等に関する事項

(5) その他重点整備地区における移動等円滑化のために必要な事項

なお、策定にあたって、上位計画である「秋田市総合計画」に即し、かつ「秋田

市総合都市計画（都市計画マスタープラン）」との調和を図るとともに、「秋田県

バリアフリー社会の形成に関する条例」、秋田市のエイジフレンドリーシティ構想、

福祉等の関連計画との整合を図ります。

(※４)重点整備地区：優先的に移動の円滑化図るためのバリアフリー化事業を推進していこ

うという区域。

(※５)移動等円滑化：高齢者、障がい者等の移動、又は施設の利用に係る身体の負担を軽減

することにより、その移動上、又は施設の利用上の利便性や安全性を向上すること。

(※６)生活関連施設：高齢者、障がい者等が日常生活又は社会生活において利用する旅客施

設官公庁施設、福祉施設、病院、文化施設、商業施設など。

(※７)生活関連経路：生活関連施設の間を結ぶ、道路、駅前広場や建物内および敷地にある通

路など。

(※８)特定事業：生活関連施設および生活関連経路について、施設設置管理者等がバリアフリ

ー基本構想に即して実施する事業

４ 基本構想の策定体制

本基本構想は、バリアフリー新法第２６条の規定に基づき、高齢者･障がい者、

市、公安委員会、特定事業等の実施主体で構成する協議会を設置して策定します。
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５ 検討の進め方

■ 第１回協議会（平成２２年１１月１７日）

① バリアフリー基本構想策定の基本的事項

○背景と目的

○バリアフリー新法の概要

○基本構想で定める事項

○基本構想の策定体制

② 重点整備地区の選定

○重点整備地区の選定方法

○重点整備地区の選定

■ 第２回協議会（平成２３年１月中旬）

① 重点整備地区の区域設定等

○重点整備地区の区域設定

○生活関連施設および生活関連経路の設定

○重点整備地区のバリアフリーに関する課題

○重点整備地区における特定事業

② バリアフリーの実現に向けて

○心のバリアフリー

○バリアフリー化の進行管理等

※ 上記①、②に係る資料は、第 1 回協議会での検討事項を含め「素案」の形で提
示します。

□ 素案に対する意見募集（平成２３年２月頃の１か月間）

■ 第３回協議会（平成２３年３月下旬）

① 意見募集の結果と対応

② バリアフリー基本構想(原案)の最終検討


